
全国健康関係主管課長会議全国健康関係主管課長会議

健康局 疾病対策課健康局 疾病対策課

肝炎対策推進室

１００億円（１３７億円）

平成２５年度肝炎対策関連予算案 １８８億円（２３９億円）
平成２４年度補正予算 １３億円

１ 肝炎治療促進のための環境整備

２９億円（ ４１億円）
○ 保健所における肝炎ウイルス検査の受診勧奨と検査体制の整備

○ 肝炎治療に係る医療費助成の継続実施
・ インターフェロン治療又は核酸アナログ製剤治療を必要とするＢ型及びＣ型肝炎患者が、その治療を受けられるよう、引き続き医療費を助成する。

２ 肝炎ウイルス検査の促進

７億円（ １０億円）

・ 検査未受検者の解消を図るため、利便性に配慮した検査体制を整備する。※引き続き緊急肝炎ウイルス検査事業を実施。
・ 出張型の検査を行うことにより、個別の受検機会を提供する。

○ 市町村等における肝炎ウイルス検査等の実施
・ ４０歳以上の５歳刻みの方を対象とした肝炎ウイルス検診の個別勧奨を実施。

３ 健康管理の推進と安全 安心の肝炎治療の推進 肝硬変 肝がん患者 の対応 ７億円（ １０億円）

○ 診療体制の整備の拡充
・ 都道府県において、中核医療施設として「肝疾患診療連携拠点病院」を整備し、患者、キャリア等からの相談等に対応する体制(相談センター)を整

備するとともに､国が設置した「肝炎情報センター」において、これら拠点病院を支援する。

○ 就労に関する相談支援体制の強化（新規）

３ 健康管理の推進と安全・安心の肝炎治療の推進、肝硬変・肝がん患者への対応

２億円（ ２億円）

○ 就労に関する相談支援体制の強化（新規）
・ 肝疾患診療連携拠点病院の肝疾患相談センター等において産業カウンセラー、社会保険労務士などを配置し、就労に関する問題に対し、適切な情報

提供や相談支援を行う。

４ 国民に対する正しい知識の普及

５０億円（ ４９億円）
○ 肝炎等克服緊急対策研究事業（一部新規） 【厚生科学課計上】

○ 肝炎総合対策推進国民運動による普及啓発の推進（新規）
・ 多様な媒体を使用しての普及啓発や民間企業との連携を通じて、肝炎総合対策を国民運動として展開する。

５ 研究の推進

○ 肝炎等克服緊急対策研究事業（ 部新規） 【厚生科学課計上】
・ Ｃ型肝炎ウイルス等の持続感染機構の解明や肝疾患における病態の進展予防及び新規治療法の開発等を行う、肝炎に関する基礎、臨床、疫学研究等

を推進する。

○ 難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業(肝炎関係研究分野）【厚生科学課計上】
・ 肝炎感染予防ガイドラインの策定等、肝炎総合対策を推進するための基盤に資する行政的研究を実施する。

○ Ｂ型肝炎創薬実用化等研究事業（一部新規）【厚生科学課計上】○ Ｂ型肝炎創薬実用化等研究事業（ 部新規）【厚生科学課計上】
・ 大規模スクリーニング等の創薬研究や臨床研究等、Ｂ型肝炎の新規治療薬等の開発等に資する研究を推進する。

（参考）【平成２４年度補正予算】肝炎研究推進のための臨床研究基盤体制の整備 １３億円
・ 日本の肝炎研究の推進を図る一環として、肝炎研究の中核施設である国立国際医療研究センターの肝炎・免疫研究センターに研究機器を配備する。

-63-



肝炎対策基本法 (平成２１年法律第９７号）

肝炎対策を総合的に策定・実施
・肝炎対策に関し、基本理念を定め、
・国、地⽅公共団体、医療保険者、国⺠及び医師等の責務を明らかにし、
肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに

肝炎対策を総合的に策定 実施

基本的施策

・肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、
・肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進。

肝炎医療の均てん化の促進予防・早期発見の推進 実施に当たり

・ 医師その他の医療従事者の育成

・ 医療機関の整備

・ 肝炎患者の療養に係る経済的支援

肝炎医療 均 化 促進

・ 肝炎の予防の推進
・ 肝炎検査の質の向上 等

予防 早期発見 推進 実施に当たり

肝炎患者の
人権尊重

研究の推進

肝炎患者の療養に係る経済的支援
・ 肝炎医療を受ける機会の確保
・ 肝炎医療に関する情報の収集提供体制

の整備 等

・
差別解消
に配慮

肝炎対策基本指針策定

肝炎対策推進
協議会

厚
生

肝炎対策基本指針
肝硬変・肝がんへの対応

●治療水準の向上
設置

協議会 生
労
働
大

策
定

●公表
●少なくとも５年
ごとに検討

●治療水準の向上
のための環境整備

●患者支援の在り
方について 医療

・肝炎患者等を代表する者

・肝炎医療に従事する者

・学識経験のある者

意見

資料提出等

関係行政機関

大
臣

ごとに検討
→必要に応じ変更

方について、医療
状況を勘案し、必
要に応じ検討

学識経験のある者

協議

資料提出等、
要請

肝炎対策基本指針の概要（平成23年５月16日策定）

第１ 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向第１ 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向
○ 肝炎患者等を含む関係者が連携して対策を進めることが重要
であること。

○ 肝炎ウイルス検査の受検体制の整備及び受検勧奨が必要で
あること。

○ 抗ウイルス療法に対する経済的支援に取り組み、その効果の
検証を行うことが必要であること。

○ 肝炎医療を始めとする研究の総合的な推進が必要であること。
○ 肝炎に関する正しい知識の普及啓発が必要であること。

第２ 肝炎の予防のための施策に関する事項
○ 新たな感染を予防するための正しい知識の普及やＢ型肝炎ワク

第７ 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関

○ 地域の特性に応じた肝疾患診療連携体制の整備の促進が必
要であること。

○ 肝炎患者等及びその家族等に対する相談支援や情報提供が
必要であること。

○ 新たな感染を予防するための正しい知識の普及やＢ型肝炎ワク
チンの予防接種の在り方に係る検討が必要であること。

第３ 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関す
る事項

第 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関
する事項

○ 肝炎医療に係る医薬品を含めた医薬品等の研究開発の促進、
治験及び臨床研究の推進、審査の迅速化等が必要であること。

る事項
○ 全ての国民が少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受けること
が必要であることの周知、希望する全ての国民が検査を受検でき
る体制の整備及びその効果の検証が必要であること。

第４ 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

第８ 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者
等の人権の尊重に関する事項

○ 肝炎ウイルス検査の受検勧奨や新たな感染の予防、肝炎患者
等に対する不当な差別を防ぐため、普及啓発が必要であること。

第４ 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項
○ 全ての肝炎患者等が継続的かつ適切な肝炎医療を受けられる
体制の整備及び受診勧奨が必要であること。

第５ 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関

第９ その他肝炎対策の推進に関する重要事項
○ 肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化が必要である
こと。

○ 肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援を行うこと第５ 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関
する事項

○ 肝炎の感染予防について知識を持つ人材や、感染が判明した
後に適切な肝炎医療に結びつけるための人材を育成することが
必要であること。

○ 肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援を行うこと。

○ 地域の実情に応じた肝炎対策を講じるための体制の構築等が
望まれること。

○ 国民一人一人が、自身の肝炎ウイルス感染の有無について認
識を持ち、肝炎患者等に対する不当な差別が生じること等のない
よう 知識 基づく適切な対応 努める と

第６ 肝炎に関する調査及び研究に関する事項
○ 研究実績の評価や検証、肝炎対策を総合的に推進するための
基盤となる研究の実施が必要であること。

よう、正しい知識に基づく適切な対応に努めること。

○ 今後、各主体の取組について定期的に調査及び評価を行い、
必要に応じ指針の見直しを行うこと。また、肝炎対策推進協議会
に対し、取組の状況について定期的な報告を行うこと。
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平成２５年度予算案 １８８億円（２３９億円）
平成２４年度補正予算 １３億円

1.肝炎治療促進のための環境整備 100億円（137億円）

肝炎治療特別促進事業（医療費助成） 99億円（136億円）
Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療及び

核酸アナログ製剤治療 の医療費助成を行う

実 施 主 体 都道府県

核酸アナログ製剤治療への医療費助成を行う。

対 象 者 Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎患者

・ Ｂ型・Ｃ型肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療

＜平成２３年度内に追加された対象医療＞

対 象 医 療

① Ｂ型慢性肝炎に対するペグインターフェロン単独療法

② Ｃ型代償性肝硬変に対するペグインターフェロン及びリバビリン

併用療法

③ Ｃ型慢性肝炎に対するテラプレビルを含む３剤併用療法

・ Ｂ型肝炎の核酸アナログ製剤治療

自 己 負 担 原則１万円自 己 負 担

限 度 月 額

原則１万円

（ただし、上位所得階層については２万円）

財 源 負 担 国：地方＝１：１

平成25年度予算案 ９９億円

総 事 業 費 １９８億円
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